
貝 塚 市 空 き 家 等 相 談 シ ー ト   
【空き家等の情報】※これから相続等で空き家になる可能性がある建物も対象 

空き家等の所在地 貝塚市 

用 途 □一戸建ての住宅 □長屋 □共同住宅 □その他（       ） 

構 造 
□木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート 

□その他（           ）□不明 
階 数      階 

築年数 
築    年程度 

（M.T.S.H.R    年建築） 
空き家期間 約    年程度 

権利関係 

□土地・建物の所有者（又は相続人）である。 

□借地上の建物の所有者（又は相続人）である 

□その他（                          ） 

相続登記の必要性 
□相続登記が必要である（登記簿上の所有者が、既に他界している） 

□相続登記は不要である     □わからない 

【相談内容】該当部分に○または記入してください。（複数回答可） 

相談項目 
売買・賃貸・修繕・解体・リフォーム・家屋調査・草刈等・清掃片付・境界問題 

相続相談・登記相談・融資ローン関係・空き家バンク・その他(          ）

相談概要  

【相談者情報】※相談対象の建物の所有者及びその相続人、親族の方が対象 

フリガナ 

相談者氏名  

 

住所 
〒 

電話番号    －    －     連絡可能時間帯     時～   時 

メールアドレス             ＠ 

※個人情報の外部提供について（必ずチェックしてください） 

□ 
上記空き家とその敷地に関する相談を希望するため、個人情報を含む本シートを専門家

団体に提供することに同意します。 

 

 
                  送  付  先                   

貝塚市都市整備部まちづくり課 ■ TEL ：072-433-7214    ■ FAX ：072-433-7079 

（本庁５階）         ■ E-mail: machi@city.kaizuka.lg.jp 
２ 


